
山梨県・山梨県交通対策推進協議会・山梨県警察

毎月１４日は

「全席シートベルト・チャイルドシート
着用推進の日

です。

シートベルトは、後部座席を含む全座席で着用が
義務付けられています！！

※道路交通法違反７１条の３

「運転席」
シートベルト着用率

９９．０％

山梨県における令和７年のシートベルト・チャイルドシート着用率は・・・
※いずれも一般道

車外放出

シートベルト・チャイルドシートを
締めていないとこんなに危険！！

前席の人が
被害

「後部座席」
シートベルト着用率

４８．８％

運転席だけでなく、後部座席もシートベルトの着
用を義務付けられていることを忘れずに！！
山梨県のシートベルト着用率100％を目指しま
しょう！！
毎月１４

全席シートベルト、
子どもはチャイルドシート

～正しい着用があなたと家族の命を守ります～

全身強打

シートベルト・チャイルドシート着用時と比べて・・・
シートベルト非着用時の致死率は約１５倍

チャイルドシート非着用時の致死率は約４．２倍  
※警察庁調べ

チャイルドシート
着用率

８６．０％

全席シートベルト、
子どもはチャイルドシート

～正しい着用があなたと家族の命を守ります～
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